
災害時における法律相談等に関する協定締結

2023年７月26日
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兵庫県弁護士会
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・兵庫県内に法律事務所を置いている弁護士によって構成

・会員数：1,030名（2023年4月3日現在）
本部：633名 阪神支部：152名 伊丹支部：52名 明石支部：35名
姫路支部：147名 豊岡支部：8名 外国法会員：3名

・法律相談事業、弁護士紹介、自治体等の委託相談への弁護士の派遣等を実施

・一般的な法律相談に加えて、民事介入暴力対策、高齢者・障がい者への支援、
子どもの権利擁護、法教育、貧困・自殺対策、消費者保護、空き家対策、中小
企業支援、被災者支援等の様々な分野で行政連携を推進

兵庫県弁護士会公式キャラクター

ヒマリオン



兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会の活動
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・県内・県外で発生した災害への対応

→法律相談の実施、復興への関与

ex.）東日本大震災、熊本地震、各地の豪雨災害等

・災害時に備えた他士業との連携

→近畿災害対策まちづくり支援機構

・弁護士会内の防災、減災

→避難訓練、通報訓練、災害対策マニュアル

・原発事故被災者・避難者支援

→弁護団等を通じた活動

2023年6月・７月
和歌山県弁護士会に協力し豪雨災害被災者向け法律相談を開催



兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会の活動
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・災害関連法・法制度の研究・提言

→災害対策基本法、災害救助法、被災者生活再建支援法、その他関連法

・被災地、防災先進地域への訪問調査

→東北、福島、静岡等

・新規登録弁護士研修の実施

→「大規模災害と法律家の役割」

・自治体等との連携

→自治体との連携協定締結、協定に基づく連携
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1995阪神・淡路大震災

〇神戸市内の被害

発生日時

震源地

地震の規模

最大震度

1995年1月17日午前5時46分

淡路島北部沖

マグニチュード7.3

7 国内観測史上最大(当時)

死者

行方不明者

負傷者

建物全壊

4,571人

2人

14,678人

67,421棟

建物半壊 55,145棟
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1995被災者のための緊急法律相談

阪神・淡路大震災では多くの市民が家や家財を

なくしたり、工場・事業所の倒壊、ライフライン

の途絶等により職場を奪われるなど生活の基盤を

失った

被災者の抱える生活上の不安や様々な悩みの

相談に応じることで、少しでも震災によって生じた

問題を解消し、被災者の生活の再建と安定を支援

することが緊急の課題であった
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神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）

1995震災発生直後から緊急法律相談を実施

〇1月26日～2月28日

電話による法律相談を実施

〇2月1日～2月28日

面接相談を実施 神戸市弁護士会館
新長田ジョイプラザ

にて

〇3月～

面談による法律相談を再開 各区役所にて
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1995被災者のための緊急法律相談の実施概要

期間 会場 相談件数

1月26日～2月28日 電話相談 4,782件

2月1日～2月28日 神戸弁護士会館 991件

2月16日～2月22日 新長田ジョイプラザ２階 190件

3月1日～3月31日 各区役所 2,385件

4月～7月 神戸市勤労会館１階 3,019件

4月～7月 各区役所 3,594件
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神戸市内で災害等が発生した場合において

目 的

一人ひとりの被災者に対する迅速な生活再建の支援を図り

被災地域の円滑な復旧復興を実現するために連携協力する

災害時における法律相談等に関する協定
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被災者への有益な情報の提供

そのほか被災者の支援に必要な事項の実施

災害時における法律相談等に関する協定内容

弁護士による法律相談の実施

災害時に備え、平常時から連携
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弁護士による法律相談の実施

地震、津波、豪雨等の自然災害など、

市民生活に大きな被害をもたらす災害等が

発生した場合に、被災した市民のために

弁護士による無料の法律相談を迅速に実施
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被災者への有益な情報の提供

災害の種類や被害の状況に応じて

公的支援制度に関する情報や

必要な手続きなど、被災した市民に

有益な情報を提供
被災者生活再建支援制度

災害弔慰金制度 など

り災証明の手続き
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災害ケースマネジメント などを想定

そのほか被災者の支援に必要な事項の実施

被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を把握した上で、

必要に応じ専門的な能力を持つ関係者と連携しながら、

当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、

被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントする取り組み

災害ケースマネジメントとは



情報交換、研修、模擬訓練、講演などの実施
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神戸市防災会議への参画

災害協定に基づく平常時からの連携

防災に関する総合的かつ計画的な対策を定め

地域防災計画の作成・修正を行う神戸市防災会議に参画

専門的知見に加え、被災地での相談や生活支援の実績を

豊富に持つ弁護士会の経験やノウハウを伝える

研修会、模擬訓練、講演会の実施



一人ひとりの被災者に対する迅速な生活再建の支援を図り
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被災地域の円滑な復旧復興の実現をともに目指します


